
令和５年（２０２３年）１2 月１日 

区 民 委 員 会 資 料 

区 民 部 産 業 振 興 課 

（第９７号議案） 

中野区産業振興センター条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第２１条 （略） 第１条～第２１条 （略） 

附 則 附 則 

１～４ （略） １～４ （略） 

５ 令和６年７月１日から当分の間、別表第１の

規定の適用については、同表体育室の項中「６，

１００円」とあるのは「３，１００円」と、「９，

４００円」とあるのは「４，７００円」と、「１

２，７００円」とあるのは「６，４００円」と、

「３００円」とあるのは「２００円」と、同表

小体育室の項中「１，０００円」とあるのは「５

００円」と、「１，６００円」とあるのは「８

００円」と、「２，４００円」とあるのは「１，

２００円」と、「３００円」とあるのは「２０

０円」とする。 

 

別表第１（第１２条、第１９条関係） 別表第１（第１２条、第１９条関係） 

施設及び使

用方法 

使用時間 限度額 

多目的ホー

ル 

午前９時～ 

正午 

２，７００円

午後１時～ 

午後５時 

４，２００円

午後６時～ 

午後９時 

５，６００円

体

育

室 

貸切りの

場合 

午前９時～ 

正午 

６，１００円

午後１時～ 

午後５時 

９，４００円

午後６時～ 

午後９時 

１２，７００円

個人で使

用する場

合 

午前９時～ 

正午 

３００円

午後１時～ 

午後５時 

３００円

施設及び使

用方法 

使用時間 限度額 

多目的ホー

ル 

午前９時～ 

正午 

５，０００円

午後１時～ 

午後５時 

７，７００円

午後６時～ 

午後９時 

１０，４００円

体

育

室 

貸切りの

場合 

午前９時～ 

正午 

５，０００円

午後１時～ 

午後５時 

７，７００円

午後６時～ 

午後９時 

１０，４００円

個人で使

用する場

合 

午前９時～ 

正午 

２３０円

午後１時～ 

午後５時 

２３０円



午後６時～ 

午後９時 

３００円

小

体

育

室 

貸切りの

場合 

午前９時～ 

正午 

１，０００円

午後１時～ 

午後５時 

１，６００円

午後６時～ 

午後９時 

２，４００円

個人で使

用する場

合 

午前９時～ 

正午 

３００円

午後１時～ 

午後５時 

３００円

午後６時～ 

午後９時 

３００円

 

午後６時～ 

午後９時 

２３０円

小

体

育

室 

貸切りの

場合 

午前９時～ 

正午 

８００円

午後１時～ 

午後５時 

１，３００円

午後６時～ 

午後９時 

２，０００円

個人で使

用する場

合 

午前９時～ 

正午 

２３０円

午後１時～ 

午後５時 

２３０円

午後６時～ 

午後９時 

２３０円

 

別表第２ （略） 別表第２ （略） 

  

附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和６年７月１日（以下「施行

日」という。）から施行する。ただし、次項の

規定は、公布の日から施行する。 

 

 （経過措置）  

２ 施行日前に中野区産業振興センター条例別

表第１に掲げる施設（体育室及び小体育室を除

く。）について施行日以後に係る使用の承認を

行う場合の利用料金及び使用料の限度額につ

いては、改正後の同表（体育室の項及び小体育

室の項に係る規定を除く。）の規定を適用した

額とする。 

 

３ この条例の施行の際現に使用の承認（前項に

規定する場合の使用の承認を除く。）を受けて

いる者の利用料金及び使用料については、なお

従前の例による。 

 

 


